
 

 

応の負担を求め、現役世代に

限らず幅広い世代で負担を

分かち合う方向に転換する

というものです。 

また、超高齢化社会に対応

するため、来年４月から予定

通り消費税率を引き上げ、引

上げ分を財源として医療や

介護の充実を図ることを提

言しています。 

以下、その主な内容を紹介

します。 

◆医療保険・介護保険関連 

負担に関する見直しとし

て、（１）70～74歳の医療費

について、新たに 70 歳とな

る人から２割負担とするこ

と、（２）高所得者の介護保

険の利用者負担の引上げ、

（３）健康保険料の上限引上

げ、（４）75 歳以上の後期高

齢者向け医療費の支援金に

「総報酬割」を全面導入する

こと等が挙げられます。 

◆年金関連 

話題になっていた抜本改

革は見送られ、給付開始年齢

の引下げについても中長期

的な議論として引き続き検

討を求めるにとどまりまし

たが、（１）非正規労働者へ

の適用拡大、（２）高所得者

に対する年金減額、（３）デ

フレ下においても給付増を

抑制する機能が働くように

すること等が盛り込まれま

した。 

◆少子化対策関連 

他の項目に比べると具体策

に乏しい印象ですが、（１）

雇用保険の育児休業給付の

引上げ（厚生労働省は５割→

６割を検討）、（２）消費税引

上げ分を財源とした待機児

童解消策の実施等が盛り込

まれました。 

 

厚労省が「ブラック企業」

の取締りを強化へ 

◆いよいよ「ブラック企業」

の本格取締りがスタート 

厚生労働省は、若年労働者

等の使い捨てが疑われる企

業（いわゆる「ブラック企

業」）が社会問題となってい

ることを受けて、９月に集中

的な監督指導を行うことを

発表しました。 

具体的には、以下の３つを

柱として対策を行っていく

とのことです。 

◆（１）長時間労働抑制に向

けた集中的な取組みの実施 

９月を「過重労働重点監督

月間」と定め、過重労働が行

われている疑いのある約

4,000 事業所について、重点

的に指導・監督を実施しま

す。 

主な重点確認事項につい

ては、時間外・休日労働が 36

協定の範囲内であるかの確

認やサービス残業の有無に

ついての確認があり、これら

について法違反が認められた

場合は是正指導が行われま

す。また、長時間労働者に対

しては、医師による面接指導

などの健康確保措置が確実に

講じられるよう指導も行って

いくようです。 

過労死等事案を起こした、

または、脳・心臓疾患等に係

る労災請求が行われたなどの

企業等については、再発防止

の取組を徹底させるため、法

違反の是正確認後もフォロー

アップのための監督指導が実

施されるようです。 

監督指導の結果、法違反の

是正が行われない場合は、是

正が認められるまで、ハロー

ワークにおける職業紹介の対

象から外すことも決定してお

り、重大・悪質な違反が確認

された企業については、送検、

公表するとしています。 

◆（２）しっかりとした相談

対応 

９月１日には、全国一斉の

電話相談を実施し、過重労働

が疑われる企業などに関する

相談を踏まえ、法違反が疑わ

れる企業に監督・指導を行い

ます。 

新卒応援ハローワークで

も、情報・相談を受け付け、

労働基準法などの違反が疑わ

れる企業に関しては労働基準

監督署に情報を提供するとし

ています。 

 

◆（３）職場のパワーハラス

メントの予防・解決を推進 

ポータルサイト「あかるい

職 場 応 援 団 」

性があります。さすがにこの

基準自体はクリアしている

ことが多いと思いますが、消

費税引上げを見据えて最低

賃金引上げの圧力は強いよ

うです。 

◆「定額残業代」の最近の傾

向 

給与制度にはいろいろな

ものがありますが、導入して

いる企業も多い「定額残業代

制度」には問題点もあるよう

です。 

定額残業代の支払方法に

は、（１）手当として支払う

方式、（２）基本給などに組

み込んで支払う方式などが

あります。ここ数年で日常茶

飯事となった感のある未払

残業代訴訟では、これらの支

払方法によって、会社側の主

張が認められにくくなる場

合があります。 

（１）については、就業規

則や雇用契約書に定めがあ

れば、裁判でも定額残業代が

認められやすい傾向にあり

ます。しかし（２）について

は特に問題が多く、裁判で否

定されることが多いようで

す。 

◆これから定額残業代を導

入する場合 

新たに定額残業代制度を導

入しようとする場合、その多

くは労働条件の不利益変更

に該当することになります。

その場合は、書面による従業

員との明確な合意が必要で

す。また、同意を得る前に、

従業員に対する説明会や個

別面談を行うなど、導入には

周到な準備が必要です。加え

て、就業規則や雇用契約書な

どの書式類、残業管理方法の

見直しについて準備してお

きましょう。 

 

「社会保障制度改革国民

会議」が示した改革の方

向性 

◆１年に及ぶ議論を経て報

告書提出 

2012 年に成立した「社会

保障制度改革推進法」により

内閣に設置されていた社会

保障制度改革国民会議は、８

月５日に報告書を公表、翌６

日、安倍首相に提出しまし

た。 

報告書では、各種給付を

「全世代型」の給付に見直す

ことが示されました。これま

で高齢者に対し特に手厚い

制度となっていたものを、若

い世代向けの出産や育児に

関する保障を厚くし、高齢者

でも高所得者については相

「最低賃金」と「定額残

業代」 
◆平均で 14円の引上げに 

最低賃金が引き上げられ

ます。政府は、今年 10 月頃

に予定している平成 25 年度

改定に合わせて、最低賃金の

額の引上げ方針を固めまし

た。 

引上げ幅は全国平均で「14

円」が目安とされています。

現在の最低賃金（時給）は、

全国平均で 749円ですので、

763 円への引上げになりま

す。今後はこれを目安に、都

道府県ごとの最低賃金が決

定されます。 

賃金の引上げに向けて、政

府は企業の内部留保が投資

や賃金に回るような誘導策

を導入する方針です。一方、

負担の大きい中小企業に対

しては、経営を過度に圧迫し

ない対応も慎重に検討して

いくとしています。 

◆最低賃金に関する注意点 

パートやアルバイトの従

業員がいない企業でも、最低

賃金には要注意です。 

月給制の場合でも、基本給

＋固定的手当の総額を時間

単価に直した場合、その額が

最低賃金を下回ると法違反

となり罰金が科される可能
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